
公
立
大
学
法
人
岐
阜
県
立
看
護
大
学
定
款

目
次第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
）

第
二
章

役
員
等

第
一
節

役
員
及
び
職
員
（
第
八
条
―
第
十
三
条
）

第
二
節

理
事
会
（
第
十
四
条
―
第
十
七
条
）

第
三
章

審
議
機
関

第
一
節

経
営
審
議
会
（
第
十
八
条
―
第
二
十
一
条
）

第
二
節

教
育
研
究
審
議
会
（
第
二
十
二
条
―
第
二
十
五
条
）

第
四
章

業
務
の
範
囲
及
び
執
行
（
第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条
）

第
五
章

資
本
金
、
出
資
及
び
資
産
（
第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条
）

第
六
章

委
任
（
第
三
十
条
）

附
則
第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
公
立
大
学
法
人
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
大
学
を
設
置
し
、
及
び
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
看
護
専
門
職
と

し
て
の
責
任
を
持
ち
創
造
的
に
看
護
を
実
践
す
る
人
材
を
育
成
し
、
も
っ
て
地
域
社
会
に
お
け
る
人

々
の
健
康
な
生
活
の
確
保
、
福
祉
の
向
上
及
び
看
護
学
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
名
称
）

第
二
条

こ
の
公
立
大
学
法
人
は
、
公
立
大
学
法
人
岐
阜
県
立
看
護
大
学
（
以
下
「
法
人
」
と
い

う
。
）
と
称
す
る
。

（
大
学
の
設
置
）

第
三
条

法
人
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
岐
阜
県
立
看
護
大
学
（
以
下
「
大
学
」
と
い

う
。
）
を
羽
島
市
に
設
置
す
る
。

（
設
立
団
体
）

第
四
条

法
人
の
設
立
団
体
は
、
岐
阜
県
と
す
る
。

（
事
務
所
の
所
在
地
）

第
五
条

法
人
は
、
事
務
所
を
羽
島
市
に
置
く
。

（
法
人
の
種
別
）

第
六
条

法
人
は
、
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
以
外
の
地
方
独
立
行
政
法
人
と
す
る
。

（
公
告
の
方
法
）

第
七
条

法
人
の
公
告
は
、
岐
阜
県
公
報
に
掲
載
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い



事
情
に
よ
り
岐
阜
県
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
法
人
の
事
務
所
の
掲
示
場
に
掲

示
し
て
そ
の
掲
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章

役
員
等

第
一
節

役
員
及
び
職
員

（
役
員
）

第
八
条

法
人
に
、
次
の
役
員
を
置
く
。

一

理
事
長

一
人

二

理
事

四
人
以
内

三

監
事

二
人
以
内

２

法
人
に
、
副
理
事
長
を
置
か
な
い
も
の
と
す
る
。

（
役
員
の
職
務
及
び
権
限
）

第
九
条

理
事
長
は
、
法
人
を
代
表
し
、
そ
の
業
務
を
総
理
す
る
。

２

理
事
は
、
理
事
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
理
事
長
を
補
佐
し
て
法
人
の
業
務
を
掌
理
し
、
理

事
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
順
序
に
よ
り
、
理
事
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
代
理
し
、

理
事
長
が
欠
員
の
と
き
は
そ
の
職
務
を
行
う
。

３

監
事
は
、
法
人
の
業
務
を
監
査
す
る
。

４

監
事
は
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
理
事
長
又
は
岐
阜
県
知
事

（
以
下
「
知
事
」
と
い
う
。
）
に
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
理
事
長
の
任
命
等
）

第
十
条

理
事
長
は
、
法
人
の
申
出
に
基
づ
き
、
知
事
が
任
命
す
る
。

２

理
事
長
は
、
大
学
の
学
長
と
な
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
出
は
、
理
事
長
を
選
考
す
る
た
め
法
人
に
設
置
す
る
機
関
（
以
下
「
理
事
長
選
考
会

議
」
と
い
う
。
）
の
選
考
に
基
づ
き
行
う
。

４

理
事
長
選
考
会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
委
員
各
三
人
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

一

第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
中
か
ら
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営

審
議
会
に
お
い
て
選
出
さ
れ
た
者

二

第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
中
か
ら
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
教
育
研
究
審
議
会
に
お
い
て
選
出
さ
れ
た
者

５

委
員
に
は
、
法
人
の
役
員
（
役
員
へ
の
最
初
の
任
命
の
際
現
に
法
人
の
役
員
又
は
職
員
で
な
か
っ

た
役
員
を
除
く
。
次
条
第
二
項
、
第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
第
五
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
又
は
職
員
以
外
の
者
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

理
事
長
選
考
会
議
に
議
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

７

議
長
は
、
理
事
長
選
考
会
議
を
主
宰
す
る
。

８

第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
理
事
長
選
考
会
議
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
理
事



長
選
考
会
議
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
理
事
長
選
考
会
議
に
諮
っ
て
定
め
る
。

（
理
事
長
以
外
の
役
員
の
任
命
等
）

第
十
一
条

理
事
は
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

２

理
事
長
は
、
理
事
の
任
命
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
任
命
の
際
現
に
法
人
の
役
員
又
は
職
員
で
な
い

者
（
以
下
「
学
外
理
事
」
と
い
う
。
）
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

監
事
は
、
知
事
が
任
命
す
る
。

（
役
員
の
任
期
）

第
十
二
条

学
長
と
な
る
理
事
長
の
任
期
は
、
二
年
以
上
六
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
理
事

長
選
考
会
議
の
議
を
経
て
、
法
人
の
規
程
で
定
め
る
。

２

理
事
の
任
期
は
、
六
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
理
事
長
が
定
め
る
。

３

監
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

４

補
欠
の
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

５

役
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
職
員
の
任
命
等
）

第
十
三
条

職
員
は
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

２

職
員
の
職
の
種
類
、
職
務
及
び
任
命
そ
の
他
職
員
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
規
程
で

定
め
る
。第
二
節

理
事
会

（
設
置
及
び
構
成
）

第
十
四
条

法
人
に
理
事
会
を
置
き
、
理
事
長
及
び
理
事
（
以
下
「
構
成
員
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て

構
成
す
る
。

（
招
集
）

第
十
五
条

理
事
会
は
、
理
事
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
こ
れ
を
招
集
す
る
。

２

理
事
長
は
、
理
事
の
三
分
の
一
以
上
の
者
又
は
監
事
か
ら
会
議
の
目
的
た
る
事
項
を
記
載
し
た
書

面
を
付
し
て
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
理
事
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
議
事
）

第
十
六
条

理
事
会
に
議
長
を
置
き
、
理
事
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

議
長
は
、
理
事
会
を
主
宰
す
る
。

３

理
事
会
は
、
構
成
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

理
事
会
の
議
事
は
、
議
長
を
除
く
出
席
者
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議

長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

５

監
事
は
、
理
事
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
決
事
項
）

第
十
七
条

次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
理
事
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

中
期
目
標
に
つ
い
て
の
意
見
（
法
第
七
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
意
見
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
年
度
計
画
（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
度
計
画
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
関
す
る
事
項

二

法
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
認
可
又
は
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項

三

重
要
な
規
程
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す
る
事
項

四

予
算
の
作
成
及
び
執
行
並
び
に
決
算
に
関
す
る
事
項

五

重
要
な
組
織
の
設
置
又
は
廃
止
に
関
す
る
事
項

六

職
員
の
人
事
の
方
針
に
関
す
る
事
項

七

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
理
事
会
が
定
め
る
重
要
事
項

第
三
章

審
議
機
関

第
一
節

経
営
審
議
会

（
設
置
及
び
構
成
）

第
十
八
条

法
人
の
経
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
機
関
と
し
て
、
法
人
に
経
営
審
議
会
を
置

く
。

２

経
営
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
委
員
で
構
成
し
、
委
員
の
数
は
法
人
の
規
程
で
定
め
る
。

一

理
事
長

二

理
事
長
が
指
名
す
る
理
事
（
学
外
理
事
を
除
く
。
）
又
は
職
員

三

法
人
の
役
員
又
は
職
員
以
外
の
者
で
大
学
に
関
し
広
く
か
つ
高
い
識
見
を
有
す
る
も
の
の
う
ち

か
ら
、
理
事
長
が
任
命
す
る
者

３

前
項
第
三
号
の
委
員
の
数
は
、
委
員
の
総
数
の
二
分
の
一
以
上
と
す
る
。

４

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
役
員
で
あ
る
委
員
の
任
期
は
当
該
役
員
の
任
期
と

し
、
職
員
で
あ
る
委
員
の
任
期
は
当
該
職
に
あ
る
期
間
と
す
る
。

５

補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

６

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
招
集
）

第
十
九
条

経
営
審
議
会
は
、
理
事
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
こ
れ
を
招
集
す
る
。

２

理
事
長
は
、
理
事
長
を
除
く
委
員
の
三
分
の
一
以
上
の
者
か
ら
会
議
の
目
的
た
る
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
付
し
て
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
経
営
審
議
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
議
事
）

第
二
十
条

経
営
審
議
会
に
議
長
を
置
き
、
理
事
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

議
長
は
、
経
営
審
議
会
を
主
宰
す
る
。

３

経
営
審
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

経
営
審
議
会
の
議
事
は
、
議
長
を
除
く
出
席
者
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き

は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



（
審
議
事
項
）

第
二
十
一
条

経
営
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
審
議
す
る
。

一

中
期
目
標
に
つ
い
て
の
意
見
及
び
年
度
計
画
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
法
人
の
経
営
に
関
す
る

も
の

二

法
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
認
可
又
は
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
の
う
ち
、
法
人
の

経
営
に
関
す
る
も
の

三

重
要
な
規
程
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
法
人
の
経
営
に
関
す
る
も
の

四

予
算
の
作
成
及
び
執
行
並
び
に
決
算
に
関
す
る
事
項

五

職
員
の
人
事
の
方
針
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
定
数
そ
の
他
の
法
人
の
経
営
に
関
す
る
も
の

六

組
織
及
び
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
の
自
己
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
事
項

七

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
人
の
経
営
に
関
す
る
重
要
事
項

第
二
節

教
育
研
究
審
議
会

（
設
置
及
び
構
成
）

第
二
十
二
条

大
学
の
教
育
研
究
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
機
関
と
し
て
、
法
人
に
教
育
研
究

審
議
会
を
置
く
。

２

教
育
研
究
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
委
員
で
構
成
し
、
委
員
の
数
は
法
人
の
規
程
で
定
め
る
。

一

学
長

二

学
長
が
指
名
す
る
理
事
（
学
外
理
事
を
除
く
。
）

三

学
長
が
定
め
る
教
育
研
究
上
の
重
要
な
組
織
の
長

四

学
長
が
指
名
す
る
職
員

五

法
人
の
役
員
又
は
職
員
以
外
の
者
で
大
学
の
教
育
研
究
に
関
し
広
く
か
つ
高
い
識
見
を
有
す
る

も
の
の
う
ち
か
ら
、
学
長
が
指
名
す
る
者

３

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
役
員
で
あ
る
委
員
の
任
期
は
当
該
役
員
の
任
期
と

し
、
職
員
で
あ
る
委
員
の
任
期
は
当
該
職
に
あ
る
期
間
と
す
る
。

４

補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

５

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
招
集
）

第
二
十
三
条

教
育
研
究
審
議
会
は
、
学
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
こ
れ
を
招
集
す
る
。

２

学
長
は
、
学
長
を
除
く
委
員
の
三
分
の
一
以
上
の
者
か
ら
会
議
の
目
的
た
る
事
項
を
記
載
し
た
書

面
を
付
し
て
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
教
育
研
究
審
議
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
議
事
）

第
二
十
四
条

教
育
研
究
審
議
会
に
議
長
を
置
き
、
学
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２

議
長
は
、
教
育
研
究
審
議
会
を
主
宰
す
る
。

３

教
育
研
究
審
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。



４

教
育
研
究
審
議
会
の
議
事
は
、
議
長
を
除
く
出
席
者
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と

き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
審
議
事
項
）

第
二
十
五
条

教
育
研
究
審
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
審
議
す
る
。

一

中
期
目
標
に
つ
い
て
の
意
見
及
び
年
度
計
画
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
大
学
の
教
育
研
究
に
関

す
る
も
の

二

法
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
認
可
又
は
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
の
う
ち
、
大
学
の

教
育
研
究
に
関
す
る
も
の

三

重
要
な
規
程
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
、
大
学
の
教
育
研
究
に
関
す
る
も
の

四

教
員
の
人
事
の
方
針
に
関
す
る
事
項
（
定
数
そ
の
他
の
法
人
の
経
営
に
関
す
る
も
の
を
除

く
。
）

五

学
生
の
教
育
及
び
指
導
の
方
針
に
関
す
る
事
項

六

教
育
及
び
研
究
の
状
況
に
つ
い
て
の
自
己
点
検
及
び
評
価
に
関
す
る
事
項

七

県
内
看
護
職
者
の
資
質
向
上
に
関
す
る
事
項

八

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
大
学
の
教
育
研
究
に
関
す
る
重
要
事
項

第
四
章

業
務
の
範
囲
及
び
執
行

（
業
務
の
範
囲
）

第
二
十
六
条

法
人
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

看
護
学
の
高
等
教
育
機
関
と
し
て
大
学
を
設
置
し
、
こ
れ
を
運
営
す
る
こ
と
。

二

学
生
に
対
し
、
修
学
、
進
路
選
択
及
び
心
身
の
健
康
等
に
関
す
る
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う

こ
と
。

三

県
内
の
看
護
の
実
践
又
は
教
育
に
か
か
わ
る
人
材
の
育
成
を
行
う
こ
と
。

四

看
護
学
の
生
涯
学
習
の
中
核
的
機
関
と
し
て
、
多
様
な
学
習
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
。

五

法
人
以
外
の
者
か
ら
委
託
を
受
け
、
又
は
こ
れ
と
共
同
し
て
行
う
研
究
の
実
施
そ
の
他
の
法
人

以
外
の
者
と
の
連
携
に
よ
る
教
育
研
究
活
動
を
行
う
こ
と
。

六

大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
の
成
果
を
普
及
し
、
及
び
そ
の
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
業
務
方
法
書
）

第
二
十
七
条

法
人
の
業
務
の
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
こ
の
定
款
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法

第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
方
法
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
五
章

資
本
金
、
出
資
及
び
資
産

（
資
本
金
等
）

第
二
十
八
条

法
人
の
資
本
金
は
、
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
か
ら
法
人
に
対
し

出
資
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
金
額
と
す
る
。



２

法
第
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
承
継
さ
れ
る
権
利
に
係
る
財
産
の
う
ち
土
地
及
び
建
物
に
つ

い
て
は
、
別
表
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
残
余
財
産
の
帰
属
）

第
二
十
九
条

法
第
九
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
残
余
財
産
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
余
財
産
は
岐

阜
県
に
帰
属
す
る
。

第
六
章

委
任

（
規
程
へ
の
委
任)

第
三
十
条

法
人
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
こ
の
定
款
及
び
業
務
方
法
書
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
法
人
の
規
程
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附

則

１

こ
の
定
款
は
、
法
人
の
成
立
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

法
人
の
成
立
後
最
初
の
理
事
長
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

法
人
の
申
出
に
基
づ
く
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
し
、
知
事
が
行
う
。

３

大
学
の
設
置
後
最
初
の
学
長
と
な
る
理
事
長
の
任
期
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
四
年
と
す
る
。

別
表
（
第
二
十
八
条
関
係
）

一

土
地

所

在

地

地

目

地
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

羽
島
市
江
吉
良
町
字
神
宮
三
〇
四
七
番
一

学
校
用
地

七
七
、
三
〇
四

羽
島
市
福
寿
町
千
代
田
一
丁
目
一
三
番

宅
地

一
、
三
二
五
・
〇
〇
（
う

ち
、
敷
地
権
の
割
合
五
〇

〇
一
二
五
分
の
八
八
八

五
）

二

建
物

延

べ

床

面

積

種

類

所

在

地

構

造

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

校
舎

羽
島
市
江
吉
良
町
字
神
宮
三
〇

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

一
二
、
五
四
五
・
六
〇

四
七
番
地
一

ト
・
鉄
骨
造
ス
テ

ン
レ
ス
鋼
板
葺
六

階
建

講
堂

羽
島
市
江
吉
良
町
字
神
宮
三
〇

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

一
、
〇
五
六
・
九
五

四
七
番
地
一

ト
・
鉄
骨
造
ス
テ



ン
レ
ス
鋼
板
葺
三

階
建

体
育
館

羽
島
市
江
吉
良
町
字
神
宮
三
〇

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

一
、
四
二
七
・
三
八

四
七
番
地
一

ト
・
鉄
骨
造
ス
テ

ン
レ
ス
鋼
板
葺
平

家
建

車
庫

羽
島
市
江
吉
良
町
字
神
宮
三
〇

鉄
骨
造
亜
鉛
メ
ッ

六
九
・
五
六

四
七
番
地
一

キ
鋼
板
葺
平
家
建

便
所

羽
島
市
江
吉
良
町
字
神
宮
三
〇

木
造
合
金
メ
ッ
キ

七
〇
・
八
七

四
七
番
地
一

鋼
板
葺
平
家
建

作
業
場

羽
島
市
江
吉
良
町
字
神
宮
三
〇

鉄
骨
造
ス
レ
ー
ト

四
〇
・
三
九

四
七
番
地
一

ぶ
き
平
家
建

居
宅

羽
島
市
福
寿
町
千
代
田
一
丁
目

鉄
骨
・
鉄
筋
コ
ン

八
六
・
一
一

一
三
番
地

ク
リ
ー
ト
造
陸
屋

根
一
五
階
建
（
八

階
部
分
）

共
同
住
宅

羽
島
市
竹
鼻
町
蜂
尻
字
村
西
四

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

一
、
三
〇
六
・
七
一

（
Ａ
棟
）

九
三
番
地
一

ト
造
合
金
メ
ッ
キ

鋼
板
葺
三
階
建

Ａ
棟
物
置

羽
島
市
竹
鼻
町
蜂
尻
字
村
西
四

木
造
合
金
メ
ッ
キ

四
九
・
六
八

九
三
番
地
一

鋼
板
葺
平
家
建

共
同
住
宅

羽
島
市
竹
鼻
町
蜂
尻
字
村
西
四

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

一
、
三
〇
六
・
七
一

（
Ｂ
棟
）

九
三
番
地
一

ト
造
合
金
メ
ッ
キ

鋼
板
葺
三
階
建

Ｂ
棟
物
置

羽
島
市
竹
鼻
町
蜂
尻
字
村
西
四

木
造
合
金
メ
ッ
キ

四
九
・
六
八

九
三
番
地
一

鋼
板
葺
平
家
建


